
各課からのお知らせ

5小城市報さくら

「「「「「「「「「「ははははははははははかかかかかかかかかかりりりりりりりりりりのののののののののの定定定定定定定定定定期期期期期期期期期期検検検検検検検検検検査査査査査査査査査査」」」」」」」」」」をををををををををを実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす「はかりの定期検査」を実施します！！！！！！！！！！！
　取引・証明に「はかり」（特定計量器）を使用する場合は、２年に１度「定期検査」を受
けることが義務づけられてます。対象となる「はかり」を所有されている方はＡ・Ｂいず
れかの検査を受検してください。
注）検定年月日が新しい新規購入等の「はかり」については、初回の定期検査が免除となる場合があります。

Ａ．集合検査
　所有者が計量器を持参して受ける検査です。予約無しで、いずれかの実施日で受検できます。

時間検査場所実施日検査可能計量器
１０：００～１５：００小城公民館６月２１日（火）

計量器のひょう量が
２５０㎏以下のもの

１０：００～１２：００三日月庁舎（北側車庫）６月２２日（水）
１３：３０～１５：３０牛津庁舎　（東側車庫）６月２２日（水）
１０：００～１５：００芦刈庁舎　（西側車庫）６月２３日（木）

Ｂ．所在場所検査
　計量器の設置場所で行う検査です。佐賀県計量協会（☎３１－１４１１）に事前申請が必要です。

実施日検査可能計量器

６月２８日（火）～７月４日（月）
大型（ひょう量が２ｔを越えるもの）
中型（ひょう量が２ｔ以下のもの又は数が多いもの）

７月１２日（火）～７月２０日（水）小型（ひょう量が２５０ｇ以下の集合検査を受検できないもの）

検査対象となる「はかり」
◇商店・露店・行商等で商品の売買に使用するはかり
◇農業・漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用するはかり
◇商店・工場等の原材料の搬入（学校・病院等への食材の搬入）、製品の販売・出荷のために使用するはかり
◇病院・薬局等で使用している調剤用のはかり
◇病院・学校・保育所・幼稚園等で健康診断又は体重測定に使用するはかり
◇運送業者等が貨物運賃の算出等に使用するはかり（取次店における料金特定のための計量を含む）
◇公共機関への報告又は統計の公表などを目的として行う計量に使用するはかり
検査の対象から除かれる「はかり」
◇工場、飲食店、パン屋、製麺所等で原材料の調配合（調理）に使用するはかり
◇個人が健康管理のために使用するはかり
◇公民館、公衆浴場等に設置されたはかり

＜定期検査手数料＞
定期検査手数料ひょう量定期検査手数料ひょう量定期検査手数料ひょう量
１９，４００円３０ｔ以下 ４，１００円２ｔ以下１，５００円１００㎏以下
２１，８００円４０ｔ以下 ７，１００円５ｔ以下１，９００円２５０㎏以下
３０，０００円５０ｔ以下１１，０００円１０ｔ以下２，３００円５００㎏以下
５１，４００円５０ｔを超過１５，９００円２０ｔ以下３，２００円１ｔ以下

※1はかりの最小の目盛又は、表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、上記金額の2倍
※2ひょう量が複数あり、手動により切り替えができるものにあっては、各ひょう量ごとにあたる上記金額の合計額た
だし、※1に該当する場合にあっては、最大ひょう量にあたる上記金額の2倍額と、その他のひょう量にあたる上
記金額の合計額

※3所在場所検査受検者は、検査手数料とその他の経費

【問合せ】商工観光課　商工観光係（小城庁舎南別館）　担当　山口・原口　☎７３－８８１３


